
 

会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    令和３年６月３０日（水）午後１時２５分 

 

３ 閉会日時    令和３年６月３０日（水）午後２時１５分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    ５件 

 

６ 議決の状況   原案可決    １件    承  認   ４件 

          一部修正可決  ０件    同  意   ０件 

          継続審議    ０件     

 

７ 議事録     別添のとおり
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教育委員会定例会議事録 

 

１ 会議年月日   令和３年６月３０日（水） 

 

２ 招集の場所   くすのきプラザ ２Ｆ 研修室 

 

３ 出席者 

          教育長  新田 憲章 

          委 員  坂田 眞澄 

委 員  上之園 公子 

          委 員  神原 謙治 

委 員  松本 真奈美 

 

  

計 ５人 

 

４ 議事日程 

  日程第１  議事録署名委員の指名 

日程第２  教育長報告 

日程第３  報告第８号  代理行為の承認について 

「府中町いじめ防止対策推進委員会委員の委嘱及び任命について」 

日程第４  報告第９号  代理行為の承認について 

「府中町学校運営協議会委員の任免について」 

日程第５  報告第１０号 代理行為の承認について 

「子供の読書活動の推進事業企画運営委員会設置要綱の制定につ

いて」 

日程第６  報告第１１号 代理行為の承認について 

「付議事件に関する意見聴取について」 

日程第７  報告第１２号 専決処分の報告について 

「教育委員会の任免に係る職員のうち係長 以下の職員の任免そ

の他の人事に関することについて」 

日程第８  第３号議案  子供の読書活動の推進事業企画運営委員会委員の委嘱及び任命に

ついて 

  

５ 職務のため会議に出席した者 

教育部長      榎並 隆浩    教育委員会事務局主幹   大神 規正 

総務課長      岩﨑 雅男    学校教育課長       立花 淑子 

社会教育課長    山本 進一    総務課課長補佐兼総務係長 松林 亮 

総務課事業調整員  小路 靖子 
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６ 議事の内容 

 

 

（開議 午後１時２５分） 

 

 

教育長    それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、ただいまから定例教育委員会

会議を開催します。 

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりでございます。よろしいでしょう

か。 

 

（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、そのようにさせていただきます。それでは日程

第１「議事録署名委員の指名」を行います。府中町教育委員会会議規則第１８条第３

項の規定により、私と松本委員を指名することとしますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    では、次に参ります。日程第２「教育長報告」を議題といたします。 

それでは、教育長報告をさせていただきます。６件ございます。 

〇府中町教職員研究大会について 

まず最初に、１件目は府中町教職員研究大会についてです。府中町教職員研究大会

を５月１８日火曜日に開催いたしました。参加人数は、２３１名でした。「府中町Ｉ

ＣＴ元年」をキーワードに、内容を情報教育に特化し、教育長講話、教職員の実践発

表、講演を行いました。また、Google-Workspaceを活用し、オンラインでの研究大会

としました。講演では、ＩＣＴ教育の先駆者で独立行政法人教職員支援機構客員フェ

ローとしても活躍されている東京学芸大学教育学部高橋純准教授に、society5.0の超

情報社会を自分の力で切り開く力を高めるための理論と、具体的実践例をご示唆いた

だきました。ＩＣＴを利用した授業づくりに苦手意識のある教職員も、研修後には、

まずは利用してみようと、授業でＩＣＴ活用に取り組み始めております。今年度は、

本研究大会をはじめ、情報教育推進に関わる研修を７回主催し、指導力の向上に努め

てまいります。 

〇各種教育長会議について 

 ２件目は、各種教育長会議についてです。５月１９日水曜日に、熊野町教育委員会

において、今年度最初の安芸郡４町の教育長会議を行いました。議題は当面の諸課題

とし、新型コロナウイルス対策に関わる諸課題を情報共有いたしました。今後も、新

型コロナウイルス対策について情報共有を密にし、力を合わせていこうと確認しまし

た。 

 ５月３１日月曜日には、県教委主催で市町教育委員会教育長とのオンライン会議が

分散型で行われました。県教委から参与、西部教育事務所長が参加し、市町教委から

は、竹原市、熊野町、府中町の教育長が諸課題について協議しました。 
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 ６月２１日月曜日には、広島県町教育委員会教育長会６月定例会をオンラインで開

催しました。こちらも同様に新型コロナウイルス対策について協議を行っています。 

〇総務文教委員会について 

 ３件目は、文教委員会についてです。６月１４日月曜日に総務文教委員会が開催さ

れました。町長報告では、新型コロナウイルス感染症関連として、ワクチン接種の状

況や、緊急対策進捗状況等の報告や、公共施設のネーミングライツ事業の経過報告が

ありました。教育長報告として、学校でのコロナ対策、中学校社会科教科書の見本展

示会の開催、令和３年府中町成人式、村山聖杯将棋怪童戦の中止の４件を報告しまし

た。 

〇令和３年第３回府中町議会定例会について 

４件目は、令和３年第３回府中町議会定例会についてです。令和３年第３回府中町

議会定例会は、６月２５日金曜日から２９日火曜日の日程で開催されました。内容

は、行政報告が９件、議案が１０件、さらに追加議案が１件で、行政報告と議案関係

を合わせると、合計２０件について審議され、すべて原案どおり可決されました。な

お、教育委員会関係の議案については、この後、日程第６報告第１１号で説明があり

ますので、説明は割愛させていただきます。また、一般質問は、１２名の議員から１

４の質問があり、うち教育委員会関係として４つの質問がありました。 

〇学校訪問について 

 ５件目は、学校訪問についてです。５月１２日から６月１８日にかけて、学校訪問

を実施しました。全学級での授業を視察するとともに、校長から学校の諸課題につい

て懇談を行いました。各校とも、校長のリーダーシップのもと、学校運営にご努力を

いただいている様子を拝見することができました。また、個々の教職員の様子もうか

がうことができ、今後の学校体制の構築の参考にさせていただくことができました。 

〇新型コロナウイルス感染症対策について 

 ６件目は、新型コロナウイルス感染症対策についてです。５月１６日から、広島県

に緊急事態宣言が発出されたことにより、学校行事等の中止・延期、社会教育施設の

利用中止を行ってきましたが、６月２１日から、社会教育施設においては、通常の運

営を行っております。学校は、本日お配りしております「学校における新型コロナウ

イルス感染症に関する衛生管理マニュアル」に従い、１８ページにあるレベル２の対

応を継続して実施し、安全に配慮した学校運営を行っています。報告は以上です。 

 

教育長    それでは、何かご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。 

 

坂田委員   それでは、１件質問させて下さい。教育長さんが学校訪問に行かれたわけですけ

ど、感染症対策を十分にされてたと思うんですけど、その中の 1点で、フェイスシー

ルドは、その後各校適切に各校活用されていたようでしょうか。 

 

教育長    フェイスシールドは、音楽の授業とか、理科の実験、話し合い活動の時には、使っ

ておられました。皆さんマスクはしているんですが、その上にフェイスシールドを使

っていました。 

 

坂田委員   わかりました。これからもつけて下さい。 

 

神原委員   子どもが、ようやくタブレットを使った授業がスタートしたということで、この前

学校から帰ってきて嬉しそうに話をしていたんです。今まで、親のスマートフォンを
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見て、友達から聞いたいろんな操作とか、YouTube興味を持って見ていたんですけ

ど、学校でタブレットを使うことによって、パソコンに触れるということをきっかけ

にして、パソコンを使わせてくれというので使わせてみると、自分で開いて、私も初

めて見るような、図形を作成するということをやったんです。３Ｄの、自分で回転さ

せながら図形を作っているのを初めて見て、子どもの吸収力というか成長力という

か、物事を与えることによって、より興味を持ってどんどん成長していくんだなとい

うことを実感したんですね。タブレットを使った授業、プログラミングの授業とか、

どんどん加速していますけど、こういった形で子どもがどんどん成長していくという

楽しみをすごく感じましたので、今後もＩＣＴに関して、先生方も大変だと思います

けど、ぜひ進めていただけたらというふうに思います。 

 

上之園委員  ６月１６日の府中東小学校の校内研修を、緊急事態なので延期するかどうするかと

いう話になったときに、この府中町教職員研究大会がオンラインでできたということ

で、オンラインでやろうという話になって、通常どおり子どもたちに授業し、私は大

学にいたんですけど、そこでいくつかのタブレットを使いながら子どもの活動もみん

なが見て、先生方も密になるので、別室で見て、そのクラスは、授業者の先生と数名

の撮影係の先生だけで、先生方も子どもたちのノートまで近づいて見るような授業と

いうものができました。それから後のディスカッションというのもできたのも、多分

府中町教職員研究大会で、できないじゃなくて、どうやるかというようなことが、ひ

とつの先生方のイメージに大変繋がったんだと思います。そこは、子どもたちにも連

動するので、個別の研修というのも、先生たちが自分で自分たちの研修もオンライン

とかいろんなものを使って、実現をしてみようというようなチャレンジをされたとい

うのが、間で反転して映らなかったりとか、自分の顔が写っているとか色々ありまし

たけど、結局最後に終わったとき、みなさんの感想で、やれてよかったというよう

な、別に何かがあってもできるんだというようなご感想が先生方から出ていたんで、

先生方も使えるというか、使ってみるということがだんだん広がっていくということ

をご紹介したいと思って話させていただきました。 

 

教育長    校長から話を聞きまして、普段より議論が活発になったという報告がありました。 

 

坂田委員   別件で、つい一昨日ですかね、千葉県の大きな事故ですね。その件に関して、町内

の登下校において、通学路のほうですね、大変危険な所もありますよね。そういう所

に対して、各学校長のほうに指導されていくのでしょうが、どういう形で。 

 

教育長    下校時の事故でございますね。登校時は見守りがたくさんあるんですが、下校時は

ばらばらになるということで、課題もありますので、校長会で下校時の通学路の安全

確保も点検していただきたいと。また通学路点検もあるんですよね。 

 

総務課長   今日 Yahoo！ニュースで見ましたけど、首相の方から通学路の緊急安全点検を指示

したというような記事が出ておりましたので、近々に文科省なり通じて町の方にも指

示が出てくると思いますので、それに沿って適切に対応したいと思います。 

 

坂田委員   よろしくお願いします。 

 

松本委員   私も今のとこだったんですけど、気になっていて。知り合いの運送会社をされてい

る方が、事故が起こってはいけないということで、どこにこの学校の通学路が通って
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いるのかというのを知りたいんだけど、どこに問合わせたらいいんですかと聞かれた

んです。わからないんですけど、市内の方だったんですけど、市の教育委員さんに聞

いてみるのが一番早いんですかねっていう風にお答えしたんですけど、そういう起こ

してはいけない側の方もその事故を通して安全にしていこうというお気持ちがあるみ

たいで。連携がとれる窓口みたいなのが全然わからないので、今日教えていただけた

らと思って。 

 

教育長    どこが通学路かということですか。 

 

松本委員   その方が知りたいと言われました。 

 

教育長    通学路は、学校で明記していますよね。学校に言ったらくれるんですか。 

 

教育部長   色んな所から学校に来られますので、基本時には大きな道、あるいは歩道。歩車分

離きっちりしている道に早く出て行きなさいというぐらいな指導ですね。そこに出る

までも細かい細街路もあったりして、見通しがいいところ、悪いところ、いろいろあ

ると思うんですね。ここが通学路だというのは、中々細かいところまでは言えないの

で、そういう意味であれば、車を運転される場合は、どこから通学路云々にかかわら

ず、注意は常日頃、通学路だから通学路でないからということではなくお願いしたい

なというふうに私は思っております。 

 

松本委員   もう一つ。町内会の方、民生委員の方とか下校時間に立って下さっている方がいら

っしゃるんですよね。学校から下校時間のお知らせが今回来ていないって連絡があり

まして、学校の方にお願いして聞いたんですけど、地域の方、しっかり立って下さっ

ている方もいらっしゃるので、学校の方からもしっかりと地域の方に声をかけてあげ

る方がいいのかなと感じました。学年でちょっとずつ時間が違うので。 

 

教育部長   下校は、時間帯が違うということがあったり、行事によっては早めという日があっ

たり、学校の方もそういった方にはご連絡したりということもあるんでしょうけど、

全てがちゃんといっているかというところもあるかと思いますので、その辺は学校の

方とよく連携を取ってほしいということでお願いしたいなと思います。 

 

教育長    他にはございませんか。よろしいですか。 

 

（質問なし） 

 

教育長    ないようでございます。それでは、次に参ります。 

日程第３、報告第８号「代理行為の承認について（府中町いじめ防止対策推進委員

会委員の委嘱及び任命について）」を議題とします。説明をお願いします。 

 

教育部長   報告第８号。令和３年６月３０日。代理行為の承認について。府中町いじめ防止対

策推進委員会委員の委嘱及び任命について、教育長に対する事務委任規則第３条第１

項の規定により代理したので、同条第２項の規定により報告し承認を求める。詳細な

説明は学校教育課長が行います。 
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学校教育課長 報告第８号代理行為の承認について。府中町いじめ防止対策推進委員会委員の委嘱

及び任命について説明をいたします。府中町いじめ問題対策連絡協議会等規則第４条

及び第８条に基づき、委嘱又は任命の日から令和５年４月３０日までの２年間の任期

で、教育委員会が、府中町いじめ防止対策推進委員会の委員として委嘱又は任命して

おります。まずは、委嘱する方を３名ご紹介します。１人目は、府中緑ヶ丘中学校

PTA会長 菊地初美氏です。２人目は、府中町南部民生児童委員協議会会長 鎌田克

己氏です。３人目は、府中町保護司会副会長 岩竹博明氏です。続きまして、任命す

る方を２名ご紹介いたします。１人目は、府中東小学校校長 梅田敬司氏です。２人

目は、府中中学校校長 小山貴美氏です。なお、発令年月日は、令和３年６月８日で

す。発令年月日については、本来であれば、５月１日からとなるはずでしたが、委員

への依頼が遅れたことから６月８日になったものです。説明は以上です。 

 

教育長    何かご質問等ございますか。 

 

（な し） 

 

教育長    ないようでございます。よって日程第３、報告第８号については、承認いたしたい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、報告第８号については、そのように決します。 

では次にまいります。日程第４、報告第９号「代理行為の承認について（府中町学

校運営協議会委員の任免について）」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   報告第９号。令和３年６月３０日。代理行為の承認について。府中町学校運営協議

会委員の任免について、教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定により代理

したので、同条第２項の規定により報告し承認を求める。詳細な説明は学校教育課長

が行います。 

 

学校教育課長 報告第９号、代理行為の承認について。府中町学校運営協議会委員の任免について

説明します。府中町学校運営協議会規則第４条に基づき、令和２年４月１日から令和

４年３月３１日までの任期で、教育委員会が、学校運営協議会委員を委嘱していまし

たが、この度本人の辞任の申出に伴い、１名の委員の委嘱を解除し、新たに 1名の委

員の委嘱することとなりました。まずは、委嘱の解除をする方をご紹介します。府中

北小学校、江本寺町内会会長 金子研二氏です。発令年月日は、令和３年５月３１日

です。次に、新たな委員に委嘱される方を紹介します。府中北小学校、石井城下町内

会会長 本川將氏です。発令年月日は、令和３年６月１日です。任期は、前任者の残

任期間である令和４年３月３１日までとなります。説明は以上です。  

 

教育長    何かご質問等ございますか。 

 

（な し） 
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教育長    ないようでございます。よって日程第４、報告第９号については、承認いたしたい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、報告第９号については、そのように決します。 

では次にまいります。日程第５、報告第１０号「代理行為の承認について（子供の

読書活動の推進事業企画運営委員会設置要綱の制定について）」を議題といたしま

す。説明をお願いします。 

 

教育部長   報告第１０号。令和３年６月３０日。代理行為の承認について。子供の読書活動の

推進事業企画運営委員会設置要綱の制定について、教育長に対する事務委任規則第３

条第１項の規定により代理したので、同条第２項の規定により報告し承認を求める。

詳細な説明は、引き続き学校教育課長が行います。 

 

学校教育課長 報告第１０号代理行為の承認について、子供の読書活動の推進事業企画運営委員会

設置要綱の制定についてです。子供の読書活動の推進事業において、新しい生活様式

を踏まえた読書活動のモデルの構築に向けた取組の実施をするにあたり、幅広い視野

からの意見を求めるため、この要綱を制定しました。委員会では、事業の在り方や効

果的な実施方法に関する事項、事業の成果指標の妥当性等に関する事項について意見

をいただきます。委員の人数は、１５人以内とし、委員の任期は、本日６月３０日か

ら来年の３月１０日までの期間です。施行期日は、令和３年６月２２日です。全国市

区町村教育委員会での採択予定数がわずか２件と大変厳しい状況ではありましたが、

府中小学校が文部科学省より、モデル校として指定を受けたものです。この事業は、

子供が自主的に読書活動できるよう、子供の読書習慣の形成に向けて、新たな読書活

動のモデルを構築するため、これまでの府中小の読書活動に加え、ＩＣＴの「meet」

の機能を使って本の紹介や図書館クイズ、読み聞かせを行う予定です。説明は以上で

す。 

 

教育長    何かご質問等ございませんか。 

 

（な し） 

 

教育長    ないようでございます。日程第５、報告第１０号については、承認いたしたいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、報告第１０号については、そのように決しま

す。 

では次にまいります。日程第６、報告第１１号「代理行為の承認について（付議事

件に関する意見聴取について）」を議題といたします。説明をお願いします。 
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教育部長   報告第１１号。令和３年６月３０日。代理行為の承認について。付議事件に関する

意見聴取について、教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定により代理した

ので、同条第２項の規定により報告し承認を求める。詳細な説明は総務課長が行いま

す。 

 

総務課長   総務課長です。資料６ページからの報告第１１号代理行為の承認について説明させ

ていただきます。令和３年第３回府中町議会定例会に提出された議案のうち教育委員

会関係分について、令和３年６月１７日付、並びに令和３年６月２４日付で府中町長

から教育委員会へ意見聴取の協議がありました。いずれも教育委員会会議を開催する

いとまがなかったため、教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定により代理

し、同意する旨の回答をそれぞれ同日付で行いましたので、同条第２項の規定により

報告し、承認を求めるものでございます。それでは、議案の内容について資料の順番

に説明をさせていただきます。資料９ページから２８ページまでが、第２５号議案、

令和３年度府中町一般会計補正予算（第２号）でございます。このうち、教育委員会

関係分について説明させていただきます。まず、１５ページをご覧ください。歳入に

なります。中段以降が教育委員会関係部分になります。款）国庫支出金、項）国庫委

託金、目）教育費委託金、子供の読書活動推進事業委託金は、歳出に補正計上してい

ます、教育一般事務事業の特定財源で、１２万円の増額補正でございます。補助率は

１０分の１０です。続きまして、１６ページ中段になります。款）県支出金、項）県

補助金、目）教育費県補助金、教育支援体制整備事業費補助金は、歳出に補正計上し

ています、学校運営改善推進事業の特定財源で、６４万３千円の増額補正でございま

す。補助率は、１０分の１０です。続いて、少し飛んで２３ページをご覧ください。

歳出です。款）教育費、項）教育総務費、目）事務局費、教育一般事務事業は、１２

万円の増額補正です。国が実施する子供の読書活動推進事業において、府中町教育委

員会の事業計画が採択されたことから、補正計上するものでございます。府中小学校

をモデル校とし、ＩＣＴ機器を活用した新刊紹介やブックトーク、また、同学年や異

なる学年間での読み聞かせ等を行います。特定財源として、子供の読書活動推進事業

委託金が全額充当されます。続いて、学校運営改善推進事業は、６４万３千円の増額

補正です。教育支援体制整備事業費補助金を受け、非常勤講師を両中学校に配置し、

個別に支援を行うことにより、学習意欲の向上と学力の定着を図るものでございま

す。県補助金が全額充当されます。続いて、項）小学校費、目）学校管理費、小学校

管理運営事業は、２１３万８千円の増額補正でございます。府中南小学校について

は、当初、近隣の大型マンションの建設により、児童数の増加とともにクラス数の増

加が想定され、クラス数が２７クラス以上の大規模校になることにより、県費の学校

事務職員２名配置されるものと見込んでおりました。しかし、基準日のクラス数が２

５クラスとなり、県費の学校事務職員の配置が１名となったため、町費で１名分の会

計年度任用職員（学校事務員）の方を措置するものでございます。続いて資料２９ペ

ージからの「第３１号議案工事請負契約の締結について」について説明いたします。

資料は、３１ページの第３１号議案参考資料を御覧ください。工事名は、府中小学校

体育館等改修工事です。工事場所は、府中町本町二丁目１５番２号の府中小学校で

す。契約金額が９，２１８万円、契約の相手方は広島市西区竜王町５番１５号、宮本

塗装工業株式会社です。仮契約日は令和３年５月３１日で、工期は議会の議決のあっ

た日の翌日、令和３年６月２６日から令和３年１２月２８日までとなっております。

続いて、工事概要について説明いたします。資料３３ページをご覧ください。左下の

配置図で、赤く色を付けた建物が工事対象建物でございます。工事の概要は、府中小

学校の体育館、特別教室棟ともに、屋根に塩ビシート防水を、外壁に防水型複層塗材

の吹付を行い、併せて、一部躯体劣化部分の改修と軒裏コンクリートの剥落防止対策

を実施し、建物の長寿命化を図ります。なお、本工事は、学校運営に支障が出ないよ

う、調整しながら施工する計画としております。続きまして、資料３６ページから４
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６ページまでの、第３５号議案、令和３年度府中町一般会計補正予算（第３号）のう

ち、教育委員会関係分について説明いたします。ここからは、追加議案として提出さ

れた補正予算となっています。では、資料の４１ページをご覧ください。歳入です。

款）国庫支出金、項）国庫補助金、目）教育費国庫補助金、公立学校情報機器整備費

補助金は、歳出に補正計上しています、学校ＩＣＴ環境整備事業の特定財源で、２１

４万円の増額補正です。補助率は、１０分の１０です。続いて、目）新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金は、１８１万５千円の増額補正です。歳出に補正計上しています放課後児童クラ

ブ（留守家庭児童会）事業の特定財源で、補助率は、１０分の１０です。続いて、４

３ページをお願いいたします。歳出です。款）教育費、項）教育総務費、目）事務局

費、学校ＩＣＴ環境整備事業は、２１４万円の増額補正です。ＩＣＴの活用を念頭

に、児童生徒の家庭における学習を推進するため、就学援助対象世帯のうち、インタ

ーネット通信環境がない世帯に、Ｗｉ－Ｆｉルーターを貸与することとし、貸与用ル

ーターの購入経費を計上しています。特定財源として、公立学校情報機器整備費補助

金が全額充当されます。続いて、項）社会教育費、目）社会教育総務費、放課後児童

クラブ（留守家庭児童会）事業は、１８１万５千円の増額補正です。府中北小学校の

放課後児童クラブのうち、１・２年生が利用する第１児童クラブにおいて、エアコン

の機能低下が進み、定期的な換気をしながら適正な温度管理ができない状態となって

いるため、既に学校校舎内にある第２児童クラブの隣の教室である旧図工室に移転す

るための教室の床修繕及びエアコン整備の経費を計上しています。なお、移転による

専用面積活動する部屋の面積の増加により密集の防止となることから、感染症防止対

策として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を全額充当することと

しております。以上３件の議案については、すべて原案どおり可決されております。

なお、本日、資料は配布しておりませんが、議会定例会の「報告第４号予算の繰越明

許の報告について」において、予算繰越の報告がありました。教育委員会関係では、

学校における新型コロナウイルス感染症対策に必要な物品を購入する小学校保健管理

事業で４８４万２２５円、中学校保健管理事業で、２３１万９，５６１円、ＧＩＧＡ

スクールに対応するための、無線アクセスポイント及び充電保管庫の設置等を行う学

校ＩＣＴ環境整備事業について、小学校費で４８４万２，９７０円、中学校費で１０

０万７，０５０円、府中公民館等改築事業について、２，０２８万９千円の予算繰越

について報告がありました。また、報告第７号「専決処分の報告について」におい

て、昨年度に行った府中東小学校と府中北小学校の小学校便所等改修工事の請負金額

が、新型コロナウイルス感染症対策のため、便所内の手洗いを一般水洗から自動水洗

に変更したこと等により、１７９万９，６００円増額することを内容とする変更契約

の専決処分について報告がありました。最後に、教育長報告にもありましたが、６月

議会の教育委員会に関係する一般質問４件について、本日追加資料としてお配りして

おりますので、後ほど御覧いただければと思います。説明は以上です。よろしくお願

いいたします。 

 

教育長    何かご質問等ございませんか。 

 

神原委員   学校ＩＣＴの環境整備事業は、Ｗｉ－Ｆｉルーターを各家庭に配布されるというこ

とだったんですけど、機器を貸与するだけで、月々の通信料は、当然各家庭の負担と

いう認識でいいですか。 

 

学校教育課長 通信費については、基本、今のところ保護者負担となる予定です。近隣の市町もほ

とんど保護者負担となっております。費用については、利用状況や、契約内容などよ



10 

 

って異なるのですが、月額５００円程度から数千円程度になる予定です。今保護者負

担についてもかからないように検討はしております。 

 

教育部長   ＩＣＴの関係で。総務課長から説明がありましたように、配布するのも、対象は経

済的な理由により就学援助を受けている方で、Ｗｉ－Ｆｉ環境のない方に対してルー

ターをお貸ししようということです。また、ルーターをお貸ししても契約は各家庭で

家庭のパソコンの利用状況、スマホの使用状況が違いますし、どれくらいのギガ数に

するのかということもありますので、契約は各家庭でやっていただき、先ほど言った

ように、毎月の通信費も基本は保護者負担です。実際に、そうは言ってもということ

もありますので、先ほど課長が言いましたように課題としてとらえているというとこ

ろでございます。以上でございます。 

 

教育長    他にはございませんか。よろしいですか。 

 

（質問なし） 

 

教育長    ないようでございます。それでは、次に参ります。日程第６、報告第１１号につい

ては、承認いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、報告第１１号については、そのように決しま

す。 

次の日程第７、報告第１２号「専決処分の報告について（教育委員会の任免に係る

職員のうち係長以下の職員の任免その他の人事に関することについて）」ですが、人

事に関する案件であるため、審議は非公開が適当と思われます。ついては、報告第１

２号の議事内容について、非公開とすることに賛成の委員は、挙手をお願いします。 

 

（挙 手） 

 

教育長    出席委員の３分の２以上と認め、報告第１２号については、非公開とします。それ

では日程第７、報告第１２号「専決処分の報告について（教育委員会の任免に係る職

員のうち係長以下の職員の任免その他の人事に関することについて）」を議題といた

します。説明をお願いします。 

 

教育部長   報告第１２号。令和３年６月３０日。専決処分の報告について。教育委員会の任免

に係る職員のうち係長以下の職員の任免その他の人事に関することについて教育長専

決事項に関する規程第２条の規定により専決したので報告する。詳細な説明ですが、

本日お配りしている資料です。町立図書館に勤務している佐伯友則主任主事が、本日

６月３０日付けで町長事務部局へ出向させるといった内示が出されました。なお、本

人は、７月１日付けで建設部都市整備課への異動となります。後任についてなんです

が、７月の１ヶ月間は、会計年度職員で対応してほしいと本庁の総務課より言われて

おります。よって、８月には新たに後任が決定するものと思われます。説明は以上で

す。 
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教育長    何かご質問等ございませんか。 

 

（な し） 

 

教育長    ないようでございます。よって日程第７、報告第１２号の報告を終わります。 

それでは、日程第８、第３号議案「子供の読書活動の推進事業企画運営委員会委員

の委嘱及び任命について」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   はい。教育部長です。第３号議案。令和３年６月３０日。子供の読書活動の推進事

業企画運営委員会委員の委嘱及び任命について。子供の読書活動の推進事業企画運営

委員会委員の委嘱及び任命について、教育委員会の審議に付する。詳細な説明は学校

教育課長が行います。 

 

学校教育課長 第３号議案子供の読書活動の推進事業企画運営委員会委員の委嘱及び任命について

説明します。子供の読書活動の推進事業において、「新しい生活様式」を踏まえた読

書活動のモデルの構築に向けた取組の実施をするにあたり、幅広い視野からの意見を

求めるものです。子供の読書活動の推進事業企画運営委員会設置要綱第４条に基づ

き、委嘱の日から来年３月１０日までの任期で、教育委員会が、子供の読書活動の推

進事業企画運営委員会の委員として委嘱します。まず、委嘱される方を紹介します。

安田女子大学日本文学科教授 田中宏幸氏。鳴門教育大学大学院学校教育研究科教授 

藤村裕一氏。安田小学校校長 新田哲之氏。広島東警察署協議会委員 田村雅恵氏。

コミュニティスクール府小っ子ぐんぐん隊 図書ボランティア 池岡ゆかり氏。同じ

くコミュニティスクール府小っ子ぐんぐん隊 図書ボランティア 河原郁子氏。府中

町立府中小学校ＰＴＡ会長 神原綾氏です。続いて、任命される方を紹介します。府

中町立府中小学校校長 竹下比登美氏。府中町立府中小学校教頭 西村靖子氏。府中

町立府中小学校主幹教諭 名越里奈氏。府中町立府中小学校教務主任 南角明氏。府

中町立府中小学校ＩＣＴ担当教員 井上努氏。府中町立図書館館長 赤利治美氏。府

中町教育委員会指導主事 山口誠氏です。説明は以上です。 

 

教育長    何かご質問等ございますか。 

 

（な し） 

 

教育長     ないようでございます。よって日程第８、第３号議案については、原案のとおり決

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    ご異議ないようでございますので、日程第８、第３号議案については、そのように決

します。 
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以上で本日の議事日程をすべて終了いたしましたので、これをもって本日の会議

を閉会いたします。 

 

 

        

（閉議 午後２時１５分） 

 

 

 

 

  


